
1.改正の趣旨

　今回の改正は「確定拠出年金法等の一部を改正

する法律」の内容を更に詳細に規定したことに伴

い行われたものである。そもそもこの法律は、近

年の労働者の就労形態の多様化や、会社合併等の

事業再編の活発化といった最近の労働市場や企業

活動の状況を踏まえ、職業生活の引退時等にまと

まった退職金・企業年金を受け取ることができる

よう、会社合併等の後も引き続き中小企業者であ

る場合に、その合併等に伴う中退共制度と企業年

金制度との間の資産移換を行うことを可能とする

等の措置を講ずることを示したものである。

2.今回の主な改正点

［ 1］中小企業退職金共済法施行令の一部改正

⑴移換前までの掛金納付月数の通算可能対象追加

　DBまたはDCから中退共制度への資産移換が行

われた際には、当該移換を受けた資産の額（以下、

「移換額」という）の算定の基礎となった期間の月

数を上限とする各月数のうち、当該移換額および

当該移換額に係る被共済者の中退共制度における

掛金月額等により算定される最大のものを当該移

換額に係る被共済者の掛金納付月数に通算するこ

と［図表 1－①］。
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⑵残余額の運用、運用額の加算支給

　⑴の移換額から掛金納付月数への通算に係る額

を控除した残余の額に対しては、年1.0％の利率を

付与すること［図表 1－②］。

［ 2］中小企業退職金共済法施行規則の一部改正

⑴資産管理運用機関等からの積立金等の一括移換

　運用機関等または資産管理機関が締結する契約

においては、事業主が移換額の移換の申し出をし

た場合には、資産管理運用機関等または資産管理

機関は、移換額の総額を一括して機構に移換する

こととすること［図表 2］。

⑵資産移換手続き可能期間

　資産管理運用機関等または資産管理機関は、機

構が振込先の預金口座を指定した日から起算して

60日以内に資産の移換を行わなければならないも

のとすること［図表 3］。

図表 1  �資産移換後の運用イメージ

図表 2  �中退共➡DB・DCへの資産移換の際の手続き概要

DB・DC 中退共

残余財産
個人別管理

資産等

加入期間 Ｘ月

資産移換

通算できない
残余の額

退職金

掛金納付月数
通算できる掛金納付月数は、
DB・DCの加入期間（Ｘ）
が上限

移換時 退職時

①通算

退職金

残余額
予定運用利回り（現在年1.0％）で運用
（付加退職金も考慮）

②

【DB・DC】

資産管理運用機関等

【中退共】

勤労者退職金共済機構

共済契約者

③移換

①加入 ①中退共解除
②資産移換申出

移換先となるDB・DCの要件
•移換額が一括して払い込まれる
こと（DB・DC）

•移換額がDBの積立不足に補填
されないこと（DB）等

移換に関して必要な事項について
被共済者への説明義務

•合併等を証する書類
　移換対象者の氏名等を記載し
た移換申出書
•被共済者が移換に同意したこ
とを証する書類等
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⑶�資産移換申出への従業員同意書の添付の義務�

づけ

　事業主が機構に行う申し出（以下、「資産移換申

出」という）は、従業員ごとの移換額および移換

額の算定の基礎となった期間の月数等を記載した

移換申出書に、当該従業員が移換額の移換に同意

したことを証する書類等を添付して行わなければ

ならないものとする。

⑷資産移換申出への掛金負担軽減措置の不適用

　資産移換申出を行った事業主に対しては、加入

促進のための掛金負担軽減措置は適用しないこと

とする。

⑸退職金額算定対象期間

　資産の移換に伴い掛金納付月数が通算された場

合の退職金の額の算定は、共済契約の効力が生じ

た日の属する月から当該通算する月数分 遡
さかのぼ

った

月に共済契約の効力が生じたものとみなして行う

こととする。

⑹資産移換可能要件

� �共済契約者が資産管理運用機関等への解約手当

金に相当する額の移換を機構に申し出ることがで

きることとされているのは、下記⒜〜⒠の場合の

みであること。また、下記に該当することに加え、

各年金制度が並存していることが要件となる。

⒜吸収合併、⒝新設合併、⒞吸収分割、⒟新設分

割、⒠事業譲渡

⑺移換申出可能期間

　共済契約者が機構に行う申し出は、上記⒜〜⒠

をした日から起算して 1年以内もしくは共済契約

が解除された日の翌日から起算して 3カ月以内に、

移換を行う被共済者の氏名等を記載した移換申出

書へ、当該被共済者が解約手当金に相当する額の

移換に同意したことを証する書類を添付して行わ

なければならないものとする。

⑻資産移換時の説明義務ならびに必要書類

　資産移換申出を行う共済契約者は、共済契約を

解除するときは、移換に関して必要な事項につい

図表 3  �DB・DC➡中退共への資産移換の際の手続き概要

【DB・DC】

資産管理運用機関等

【中退共】

勤労者退職金共済機構

共済契約者

④移換

②資格喪失手続き
機構に資産移換する
旨の申し出等

②中退共加入
③資産移換申出

①資産移換契約

機構が口座指定した日から
起算して60日以内

加入促進のための掛金負担軽減
措置の適用なし

•従業員ごとの移換額等を
記載した移換申出書
•従業員が移換に同意した
ことを証する書類等

移換額の総額を一括して移換
すること等を約する
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て、被共済者に説明しなければならないものとす

ること。共済契約者は、機構に共済契約を解除す

る旨を通知するときは、合併等をしたことを証す

る書類等を併せて提出しなければならないものと

する。

⑼移換可能資産の要件

　機構から移換を行うことができる確定給付企業

年金は、機構から移換する金額が資産移換申出を

する共済契約者が負担する掛金として一括して払

い込まれるものであること等に該当する。�一方、

機構から移換を行うことができる企業型年金は、

機構から移換する額の全額が、同項の申し出に係

る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資

産として一括して払い込まれるものであること等

に該当する。

⑽�加入促進のための掛金負担軽減措置が適用でき

るケース

　上記経過措置施行日以後に資産管理運用機関等

から資産移換を行った事業主が施行日前に退職金

共済契約の申し込みを行っていた場合は、加入促

進のための掛金負担軽減措置が適用されるものと

する。

※参考：�中退共加入促進のための掛金負担軽減措

置の内容

①�加入促進のための掛金負担軽減措置として、共

済契約者が納付する掛金について、その 2分の

1の額を、5000円を上限として、12カ月間減額

可能。

②�短時間労働者［注］である被共済者については、掛

金月額が2000円の場合は300円、3000円の場合は

400円、4000円の場合は500円をそれぞれ①の額

に加えた額を減額することが可能。

　［注］�　短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等 1

週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通

常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員

をいう。

③�掛金負担軽減措置の助成開始は、加入後 4カ月

目以降。掛金月額の増加の促進のための掛金負

担軽減措置として、共済契約者が納付する掛金

について、掛金月額が 2万円未満の被共済者の

掛金月額を増額した場合に減額することができ

る。

3.最後に

　今般の少子高齢化等を主要因とする中小企業の

事業承継問題、不透明な市況の中で企業体力増強

や新分野進出を目指す企業のM＆Aにより事業再

編の活性化が進む中で、政府主導の働き方改革も

重なって、福利厚生面を含めた社員の労働条件の

整備・提供が強く求められている。

　今回の改正により各年金制度間の資産移換時の

詳細手続きが示されたが、企業側に求められるこ

とは従業員の資産移換に関する同意書の受領や各

機関への申出手続きにとどまらない。投資教育や

制度説明を丁寧に実施し、社員の納得性を高め、

従業員の資産運用等の自助努力を促すことや安心

感のある労働環境の整備により雇用の定着等が促

されることにつながるものと思われる。

　M＆Aの成功はいまだに高いとは決していえな

い状況であるが、その成功率を下げる要因の一つ

に、制度統合がうまくいかず従業員の不満が発生

すること等が挙げられている。

　今回の政令に記載されているとおり、年金資産

移換の互換性を持たせたことにより、合併等の後

の制度統合段階のハードルを一つ押し下げるもの

になることに期待したい。
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